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第１章 総論 

わが国では、急速な少子高齢化の進行や国民ニーズの多様化、さらにはグローバル化等に対

応するため、労働力及び人材の多様性を確保することが不可欠であり、新たな価値を創造し、

リスク管理等への適応能力を高めるといった観点からも、早急に女性の活躍の推進が求められ

ています。 

本組合では、令和４年４月に「甲府地区広域行政事務組合仕事・子育て両立支援プラン」を

策定し、「意識改革・働き方改革」、「両立支援」、「女性職員の活躍推進」の視点から、長

時間勤務の是正、育児休業・出産に係る休暇関係の取得向上、女性職員の仕事への意欲とキャ

リア形成支援などに取り組み、計画を推進してきました。 

従前計画の期間中においては、本計画の根拠法令である「次世代育成支援対策推進法」の有

効期間が令和７年３月３１日から令和１７年３月３１日まで、「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律」の有効期限が令和８年３月３１日から令和１８年３月３１日まで延長さ

れました。 

こうした状況や従前計画の課題を踏まえ、本計画の改訂を行い、更なる本組合のワーク・ラ

イフ・バランスを一層推進することにより、職員一人一人が意欲とやりがいを持って、能力を

最大限に発揮することができる職場環境の実現を図ります。 

 

 

「甲府地区広域行政事務組合 仕事・子育て両立支援プラン」は、次世代育成支援対策推進

法（平成１５年法律第１２０号）第１９条及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律（平成２７年法律第６４号以下「女性活躍推進法」といいます。）第１９条に基づき、甲府

地区広域行政事務組合管理者及び消防長が策定する特定事業主行動計画とし、働き方改革、仕

事と家庭の両立と女性職員の活躍の推進などの視点から策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 目 的 

 

Ⅱ 位置付け 
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本計画の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とします。 

※ 次世代育成支援対策法は令和１７年３月３１日まで、女性活躍推進法は令和１８年３月３

１日までの時限立法となっています。これらに基づき策定する特定事業主行動計画は、密接

に関連しているため、本計画においては、令和８年度から令和１２年度までの５年間を計画

期間とします。 

なお、法改正や各年度の取り組みの効果等を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行いま

す。 

 

 

① この計画を効果的に推進するため、組合事務局及び消防本部人事課を計画推進の主管課

とします。 

② 本計画の実施状況を把握し、計画期間中であっても必要に応じて計画の見直しを図りま

す。 

③ 策定・変更した行動計画については、グループウェア等に掲載して職員への周知徹底に

努め、すべての職員により推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 計画期間 

 

Ⅳ 推進体制等 
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次世代育成支援対策法第１９条及び女性活躍推進法第１９条に基づき、次のとおり状況を把

握し、改善すべき点について分析を行います。 

 

１  意識改革・働き方改革 

（１） 超過勤務時間（一人当たりの月平均） 

令和６年度 月平均 年平均 

男性 ８．３時間 ９９．９時間 

女性 ７．８時間 ９３．９時間 

総計 ８．３時間 ９９．７時間 

 

令和５年度 月平均 年平均 

男性 ７．８時間 ９４．１時間 

女性 ５．９時間 ７０．５時間 

総計 ７．８時間 ９３．２時間 

  

 超過勤務時間（一人当たりの月平均）は、増加傾向にあるため、縮減に向けて取り組む必要

があります。 

 

（２） 年次有給休暇の取得日数 

年 全 体 事務局職員 消防日勤者 消防隔日勤務者 

令和６年 １０．９日 １２．８日 １１．２日 ８．７日 

令和５年 ９．０日 １０．４日 １０．６日 ５．９日 

年次有給休暇の取得状況は順調に伸びていますが、国の統計※の「令和６年度の年次有給休

暇取得状況」における平均取得日数（市区町村）１３.５日と比較すると、高い数値ではあり

ません。さらに、計画的な休暇取得及び連続休暇の取得を促進する必要があります。 

 

※「令和６年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果（総務省）」 

 

 

 

 

 

Ⅴ これまでの成果と課題 
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（３） ハラスメント対策の整備状況 

「甲府地区広域行政事務組合消防職員のハラスメント防止に関する要綱（平成３０年６月制

定）」を制定し、消防長によるハラスメント防止宣言、ハラスメント防止に関する訓令等の整

備及び、周知を行うとともに、ハラスメント等の相談窓口及び通報窓口を設置しています。 

引きつづき、職員が対等平等な関係で快適に働くことができる職場環境の実現に向けた取組

を推進する必要があります。 

 

２ 両立支援 

 

（１） 男女別の育児休業取得率等 

  ア 男女別の育児休業取得率 

 女性職員 男性職員 

年度 
対象 

者数 
取得率 

平均取

得日数 

対象 

者数 
取得率 

平均取

得日数 

令和 6年度 0人 — — 7人 43.8% 48.4日 

令和 5年度 1人 100% — 2人 12.5% 32.5日 

  ※令和５年度の女性職員の平均取得日数については、個人が特定されるおそれがある

ため、「—」とします。 

 

令和６年度の女性職員の育児休業については、対象者がいませんでしたが、男性職員の育児

休業取得率については４３.８％となっています。 

男性職員の育児休業取得率は、国の統計※における、平均取得率（消防部門・市区町村）で

は４０.４％であり、取得しやすい職場環境・職場風土を構築する必要があります。 

安心して育児休業を取得できるよう、本人の抵抗感を解消する取組を進めるほか、職場全体

の意識改革を図るとともに、職場復帰を円滑に行えるサポート体制の充実も必要です。 

加えて、組織面においては、育児休業者の業務をカバーするため、業務分担の見直しを図る

ことも重要です。 

 

※「令和６年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果（総務省）」 
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イ 男性職員の「配偶者出産休暇」「育児参加のための休暇」の取得率及び、平均取得日数 

  

年

度 

配偶者出産休暇（２日） 

対象者数 取得者数 取得率 平均取得日数 

令
和
６
年
度 

１６人 １５人 ９３．８％ １．９日 

令
和
５
年
度 

１５人 １３人 ８６．７％ ２日 

 

年

度 

育児参加のための休暇（５日） 

対象者数 取得者数 取得率 平均取得日数 

令
和
６
年
度 

１６人 １１人 ６８．８％ ４．３日 

令
和
５
年
度 

１６人 ５人 ３１．３％ ４．８日 

 

「配偶者出産休暇」を取得した職員の取得率は、令和６年度において９３.８％となっていま

すが、「育児参加のための休暇」を取得した職員の取得率は６８.８％です。 

 

国の統計※における、「配偶者出産休暇」の平均取得率（全部門）は８１.５％、「育児参加の

ための休暇」の平均取得率（全部門）は６７.４％であり、子を持つ男性職員が休暇を取得しや

すい職場環境・職場風土の構築が必要です。 

子育ての始まりの時期に配偶者を支え、また自身が育児に積極的に取り組むためにも、育児

休業と同様に、男性職員がこれらの休暇の積極的な取得及び職場としての取得に係る理解と支

援が必要です。 
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（２） 当該年度に在職する職員に対する自己都合退職者の割合（男女・年齢区分別） 

（令和６年度） 

 
  

～ 

２０歳  

２１～

３０歳  

３１～

４０歳  

４１～

５０歳  

５１～

６０歳 

６１～

定年 
合計  

男性 

職員数 2 人 88 人 94 人 54 人 75 人 21 人 334 人 

うち自己都合

退職者 
0人 4 人 0人 1 人 5 人 0人 10 人 

割 合 - 4.5% - 1.9% 6.7% - 3.0% 

女性 

職員数 2 人 8 人 3 人 1 人 0人 0人 14 人 

うち自己都合

退職者 
0人 2 人 0人 0人 0人 0人 2 人 

割 合 - 25.0% - - - - 14.3% 

全体 

職員数 4 人 96 人 97 人 55 人 75 人 21 人 348 人 

うち自己都合

退職者 
0人 6 人 0人 1 人 5 人 0人 12 人 

割 合 - 6.3% - 1.8% 6.7% - 3.4% 

 

職員の自己都合退職理由が、「仕事と家庭の両立の困難性」に起因することがないよう、男

女ともに育児・介護休暇などの両立支援制度の利用しやすい状況を目指すことが必要です。 
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３ 女性職員の活躍推進 

 

（１） 事務局職員及び消防職員、会計年度任用職員に占める女性職員の割合 

（令和６年度） 

 合 計 男性職員数 女性職員数 
女性職員 

の割合 

事務局職員 ４人 ３人 １人 ２５％ 

事務局会計年度 

任用職員 
３人 ３人 ０人 ０％ 

消防職員 ３４８人 ３３４人 １４人 ４．０％ 

消防会計年度 

任用職員 
１３人 ４人 ９人 ６９．２％ 

全 職 員 ３６８人 ３４４人 ２４人 ６．５％ 

 

（令和５年度） 

 合 計 男性職員数 女性職員数 
女性職員 

の割合 

事務局職員 ４人 ３人 １人 ２５％ 

事務局会計年度 

任用職員 
３人 ３人 ０人 ０％ 

消防職員 ３４７人 ３３４人 １３人 ３．７％ 

消防会計年度 

任用職員 
１１人 ３人 ８人 ７２．７％ 

全 職 員 ３６５人 ３４３人 ２２人 ６．０％ 
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（２） 採用者に占める女性職員の割合 

（令和６年度） 

 合 計 男性職員数 女性職員数 
女性職員 

の割合 

事務局職員 ０人 ０人 ０人 ０％ 

事務局会計年度 

任用職員 
３人 ３人 ０人 ０％ 

消防職員 １３人 １２人 １人 ７．７％ 

消防会計年度 

任用職員 
４人 １人 ３人 ７５．０％ 

全 職 員 ２０人 １６人 ４人 ２０．０％ 

 

（令和５年度） 

 合 計 男性職員数 女性職員数 
女性職員 

の割合 

事務局職員 ０人 ０人 ０人 ０％ 

事務局会計年度 

任用職員 
３人 ３人 ０人 ０％ 

消防職員 １６人 １３人 ３人 １８．８％ 

消防会計年度 

任用職員 
１人 ０人 １人 １００％ 

全 職 員 ２０人 １６人 ４人 ２０．０％ 
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令和６年度に採用した職員（会計年度任用職員を除く）に占める女性の割合は７.７％であり、

採用職員総数が少ないことから年度ごとのばらつきがある状況です。 

また、同年度における、職員（会計年度任用職員を除く）に占める女性職員の割合は４．３％

であり、年々増加傾向にありますが、総務省消防庁が掲げる、「令和８年度当初までに消防吏員

に対する女性消防吏員の割合を５％以上とする。」を達成するためには、女性の受験者数を増や

すための取組みが必要です。 

女性職員の募集に当たり、これまでも、ポスターの掲示、「女性消防吏員活躍推進ガイドブッ

ク」の作成配布、ホームページへの掲載やインターネットによる動画配信、さらには、のぼり

旗やラッピングカーによる周知など、様々な手段により周知活動を行っています。今後におい

ても、ＳＮＳ等を活用した広報活動を積極的に展開していくなど、男女の分け隔てない有能な

人材確保に努めていきます。 

 

（３） 女性の配置・登用役職別（係長以上）の女性職員の割合 

（令和６年度） 

 

女性職員の意欲を維持しながら、計画的な育成やキャリア形成支援を図るためのすそ野を広

げていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職務の級 行政職 消防職 女性 全体 女性割合 

８級 事務局長 消防正監 ０人 ２人 ０％ 

７級 事務局次長 消防監 ０人 ７人 ０％ 

６級 事務局次長 消防司令長 ０人 １０人 ０％ 

５級 管理係長 消防司令 ０人 ６４人 ０％ 

４級 係長 
消防司令補

（主査） 
１人 ３９人 ２．６％ 
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Ⅶ 数値目標 

 

分析結果を踏まえ、次の数値目標を設定します。 

 

１ 意識改革・働き方改革 

（１） 管理職以外の職員一人当たりの超過勤務時間を毎年度１８０時間以内にすることを目指

します。 

 

 

（２） 令和１２年末までに、年次有給休暇の平均取得日数、年１２日以上を目指します。 

 

 

（３） 令和１２年末までに、年次有給休暇の取得日数、年５日以上の取得率１００％を目指し

ます。 

 

 

 

２ 両立支援 

（１） 令和１２年度末までに、男性職員の育児休業の取得期間２週間以上の取得率８５％以上

を目指します。 

 

 

 

（２） 令和１２年度末までに、男性職員の配偶者出産休暇の取得率１００％を目指します。 

 

 

 

（３） 令和１２年度末までに、男性職員の育児参加のための休暇の取得率１００％を目指しま

す。 

 

 

 

 

Ⅵ 数値目標 

 

 

管理職以外の職員一人当たりの超過勤務時間 

令和６年度：年２３４．８時間 ⇒ 毎年度：１８０時間以内 

年次有給休暇の平均取得日数（暦年） 

令和６年：年１０．９日 ⇒ 令和１２年末：年１２日以上 

年次有給休暇の年５日以上の取得率 

令和６年：８３．２％ ⇒ 令和１２年末：１００％ 

男性職員の育児休業の取得期間２週間以上の取得率 

令和６年度：４３．８％ ⇒ 令和１２年度末：８５％ 

男性職員の配偶者出産休暇の取得率 

令和６年度：９３．８％ ⇒ 令和１２年度末：１００％ 

育児参加のための休暇の取得率 

令和６年度：６８．８％ ⇒ 令和１２年度末：１００％ 
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３ 女性職員の活躍推進 

（１） 令和１２年度末までに、職員数（会計年度任用職員は除く）に対する女性職員の割合５％

以上を目指します。 

 

 

 

 

職員数（会計年度任用職員は除く）に対する女性職員の割合 

令和６年度：４．３％ ⇒ 令和１２年度末：５％以上 

 



13 

 

第２章 具体的な取組 

 

 

全ての職員がそれぞれのライフステージや家庭状況に合わせて、ワーク・ライフ・バランス

のとれた働き方ができるように取り組む必要があります。 

ワーク・ライフ・バランスを実現するために、職員個人はもとより組織一体で、超過勤務時

間縮減に向けた、さらなる意識改革と働き方改革を進めるとともに、管理監督職はリーダーシ

ップを発揮して、それぞれの職場や職員の状況に応じて、より一層の業務改善に取り組みます。 

また、柔軟で多様な働き方ができる環境を整えるとともに、誰もが安心して働き続けられる

よう、ハラスメントのない職場環境の整備に取り組みます。 

 

１ ワーク・ライフ・バランスの実現と生産性の向上に向けた取組 

（１） 仕事と生活の調和促進 

ノー残業デーの実施、業務の効率化及び勤務時間管理の徹底を図り、超過勤務時間を縮減し

職員の負担の軽減を図ります。 

また、計画的な休暇取得及び連続休暇の取得など、年次有給休暇等の取得を促進します。 

 

ア ノー残業デーの実施 

超過勤務時間の縮減には、定時退庁の意識啓発を全庁的に促進する必要があるため、毎週金

曜日をノー残業デーに設定し、緊急的又は突発的な業務が発生した職員以外は、定時退庁でき

るよう、働きかけを行います。（金曜日の定時退庁が困難な場合は、職場の実情に応じ、別の曜

日に変更可能とし、毎週最低１日を「ノー残業デー」に設定する。） 

 

イ 事務の簡素合理化の推進 

① 職場において、新たに行事等を行う場合については、目的、効果、必要性等を充分検討

の上実施し、併せて、既存の行事等との関係を整理するなどして、代替的に廃止できるも

のは廃止します。 

② 会議・打合せについては、極力電子メール、電子掲示板を活用し、会議資料の事前配布

などにより、短時間で効率よく行うよう心掛けます。 

③ 職場においては、定例・恒常的業務にかかる事務処理のマニュアル化を図ります。 

④ 所属長は、職員の勤務時間の状況を把握し、超過勤務の削減に向け努力するとともに、

必要に応じて職場内での業務分掌の見直しを行います。 

 

ウ 超過勤務時間縮減のための意識啓発等 

所属長は、超過勤務時間縮減の取組の重要性について、職員への意識啓発を図ります。 

Ⅰ 意識改革・働き方改革 
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エ 年次有給休暇の取得促進 

育児や介護、地域・社会貢献活動、自己啓発など職員の生活面の充実を図るため一人当たり

年１２日以上の年次有給休暇を取得するよう働きかけを行います。また、夏季休暇は、なるべ

く連続して取得できるよう働きかけを行うほか、ゴールデンウィークや年末年始などには、連

続休暇を取得しやすい職場環境の醸成に努めます。 

① 職員は、年間の年次有給休暇取得目標日数を設定し、その確実な実行を図ります。 

② 所属長は、職場における会議等において、定期的に休暇の取得促進を徹底させ、職場の

意識改革を図ります。 

③ 所属長は、部下の年次有給休暇の取得状況を把握し、計画的な年次有給休暇の取得につ

いて指導を行います。 

④ 所属長は、職場の業務計画を策定・周知することにより、職員の計画的な年次有給休暇

の取得促進を図ります。 

⑤ 所属長は、国民の祝日や夏季休暇とあわせた年次有給休暇の取得促進を図ります。 

⑥ 所属長は、勤続２０周年等の節目に、リフレッシュ休暇の取得促進を図ります。 

 

オ 介護休暇等の取得促進 

所属長は、介護休暇等の取得促進について職員への周知を図ります。 

 

カ 職員の健康管理への配慮 

職員が、日々、健康で明るく、業務に従事できることは、住民サービスの向上ばかりではな

く、組織の活性化や業務の生産性の向上などの観点からも欠かせない要素です。 

このことから、心身の不調を抱える職員をケアするだけでなく、予防や健康増進の見地から

の対策に取り組みます。 

所属長は、超過勤務の多い職員に対し、健康面における指導助言を行います。 

 

（２） 働きやすい職場環境の整備 

ア ハラスメント防止に向けた体制の構築 

ハラスメントの防止に関する法改正等の動向を注視し、「甲府地区広域行政事務組合消防職員

のハラスメント防止に関する要綱」を随時更新する中で、計画的なハラスメント研修等の実施、

ハラスメント等の相談窓口及び通報窓口などを周知し、働きやすい職場環境を整備します。 

 

イ 子育てバリアフリーの促進 

① 所属長は、子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切、丁寧な応対等、ソフ

ト面でのバリアフリーの取組を推進するため、職員への指導等を適時行います。 

② 職員は、来庁者に対し、日頃から親切、丁寧な応対を率先して行います。 
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（３） 地域・社会貢献活動への参加促進 

地域で重要な役割を果たしている自治会やＮＰＯ法人等の活動に職員が積極的に参加するこ

とは、通常の業務では得られない知識や見識を身に付ける機会となります。 

地域活動等に参加することで、職員個人だけでなく、結果として本組合の組織力が向上する

ことで、住民サービスの向上につながります。 

このことから、本組合の職員であると同時に、地域住民の一人でもあることを十分に自覚し、

地域活動等に積極的に参加するよう職員の意識の醸成に努めます。 

① 所属長は、子ども・子育てに関する地域活動への職員の参加を支援します。 

② 所属長は、職員が地域活動に参加しやすい職場環境・職場風土づくりを図ります。 

③ 所属長は、子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主

的な防犯活動や少年非行防止、立ち直り支援の活動等への職員の積極的な参加を支援しま

す。 
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妊娠・出産や育児の期間中は、仕事との両立に対する不安など、様々な問題に直面すること

があります。父親・母親になることが分かった時から、妊娠出産休暇・育児休業を経て、職場

復帰・復帰後の仕事と育児の両立に至るまで、職員を様々な角度からサポートすることにより、

育児のしやすい職場環境を整備します。 

また、高齢化社会において、家族の介護を抱える職員が増えてきていることにより、仕事と

介護の両立ができるような職場環境も併せて整備します。 

 

１ 育児・介護等との両立支援 

（１） 子育てに対する理解と共感の深化 

① 所属長は、子育てに関する休暇制度等について情報提供し、母性保護、育児休業、休暇

等の各種制度の周知をします。 

② 所属長は、出産費用の給付等の経済的支援措置について、周知します。 

③ 所属長は、妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、原則として超過勤務を命じな

いよう配慮します。 

④ 所属長は、子育てに対する職員の意識向上に努め、子育て等に関する啓発資料の作成及

び配布をします。 

 

（２） 子育て・介護等との両立支援 

ア 育児休業及び部分休業制度等の周知 

妊娠前（不妊治療含む）から妊娠期の職員や育児・介護に携わる職員が仕事を両立するため

には、まず休暇等の支援制度をよく理解し活用することが重要です。 

① 所属長は、育児・介護等（以下「育児休業等」といいます。）の休業制度等に関する資料

を職員に通知・配布し、制度の周知を図ります。 

② 所属長は、育児休業等の取得手続きや育児休業手当金の支給等、経済的な支援措置につ

いて情報提供を行い周知を図ります。 

 

イ 出産・介護状況の早期把握と職場のサポート体制の構築 

子の出生が見込まれることとなった職員や介護に携わることになった職員は、職員の業務負

担の見直しや働き方の調整など、職場でのサポート体制をなるべく早く整える必要があります。 

① 職員は、妊娠により父親・母親になることが分かった場合や介護に携わることになった

場合は、できるだけ速やかに（遅くとも出生予定日のおよそ５か月前までに）所属長に申

し出るよう心掛けます。 

 

Ⅱ 両立支援 
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② 所属長は、妊娠等を申し出た職員に対し、個別に育児休業等の制度・手続き等について

説明するとともに、育児等についての不安解消のための相談を受け付けます。 

 

ウ 育児休業等を取得しやすい勤務環境の整備 

① 所属長は、育児休業等の取得の申出があった場合、職場における業務分担の見直しを行

います。 

② 所属長は、職場における会議等において、定期的に育児休業等の制度の趣旨を周知し、

職員が育児休業等を取得しやすくするため、職場の意識改革を図ります。育児休業等を取

得しようとする職員は、職場での休業に対する理解と協力を得やすくするため、前もって

休業計画表を職場に示し、所属長は、休業中の業務の遂行に支障を来たさないように措置

します。 

 

エ 不妊治療を受けやすい職場環境の整備 

働きながら不妊治療のための時間を確保できるよう、休暇などの利用可能な制度の周知や管

理職に対する意識啓発等を通じて、不妊治療を受けやすい職場環境の整備に努めます。 

 

オ 育児休業等を取得した職員の円滑な職場復帰への支援 

育児休業等を取得中の職員への情報提供、能力開発、復職した職員に対するＯＪＴ等の実施

及び復職した職員に対する配慮をし、育児休業等を取得した職員の円滑な職場復帰を支援しま

す。 

① 所属長は、育児休業等を取得中の職員に対して、休業期間中の広報誌や通達等の送付及

び最近の業務の状況等を通知するなどして、職場から離れていることへの不安の軽減に努

めます。 

② 育児休業等を取得中の職員は、電話等により、職場との情報交換を積極的に行うよう心

掛けます。 

③ 所属長は、休業取得職員の復職時に、職場の現状に関する研修等を実施し、職場復帰が

スムーズに行えるよう支援します。 

 

２ 男性の家庭生活への参画 

（１） 働きやすい職場環境整備の促進 

男性職員の家庭生活への参画は、女性の活躍には不可欠です。男性の育児参加に関する休暇

制度等の周知を図り、父親となる職員が家族と過ごす時間を大切にできるよう配慮します。 

① 所属長は、父親が子どもの出生時に特別休暇と年次有給休暇を合わせた５日間の休暇を

取得できるようにするため、父親となる職員に対し、出産予定日のおよそ２週間前に、出

生時における連続休暇の取得計画の作成を促すなどして、職場全体の意識改革や職場の雰

囲気を醸成します。 
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② 子どもの出生時におけるすべての父親は、１日以上の特別休暇の取得に努めます。 

③ 所属長は、育児参加のための休暇等の制度に関する資料を職員に通知・配布し、制度の

周知を図ります。 

 

（２） 男性の育児休業の取得促進 

育児休業等の制度の周知及び育児休業等を取得しやすいよう、職場環境・職場風土づくりに

努め、男性職員の育児休業等の取得を促進します。 

① 所属長は、育児休業等の制度に関する資料を職員に通知・配布し、制度の周知を図りま

す。 

② 所属長は、育児休業等の取得手続きや育児休業手当金の支給等、経済的な支援措置につ

いて情報提供し、周知を図ります。 

③ 所属長は、妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休業等の制度・手続き等について説

明するとともに、育児等についての不安解消のための相談を受け付けます。 
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住民ニーズの多様化・複雑化や社会経済情勢の変化に対応できる知識・経験・能力・多様な

価値観などをもった人材の確保と育成は重要な課題です。 

広域行政の担い手として全ての職員が能力を十分に発揮し、意欲を持って職務に取り組むこ

とができるよう、職員の意識改革・働き方の見直し（働き方改革）・家庭生活と職業生活の両立

を支援するための取組（両立支援）に加え、継続した女性職員のキャリア形成等に関する取組

（活躍支援）を進めます。 

 

１ 女性職員の仕事への意欲とキャリア形成支援 

（１） 相談体制による支援 

ア 育児休業等を取得した職員の円滑な職場復帰への支援〈再掲〉 

育児休業等を取得中の職員への情報提供、能力開発、復職した職員に対するＯＪＴ等の実施

及び復職した職員に対する配慮をし、育児休業等を取得した職員の円滑な職場復帰を支援しま

す。 

① 所属長は、育児休業等を取得中の職員に対して、休業期間中の広報誌や通達等の送付及

び最近の業務の状況等を通知するなどして、職場から離れていることへの不安の軽減に努

めます。 

② 育児休業等を取得中の職員は、電話等により、職場との情報交換を積極的に行うよう心

掛けます。 

③ 所属長は、休業取得職員の復職時に、職場の現状に関する研修等を実施し、職場復帰が

スムーズに行えるよう支援します。 

 

（２） 女性のキャリア形成支援 

ア 女性職員の活躍を推進する趣旨を理解し、女性職員が仕事にやりがいを感じ活躍できる職

場環境・職場風土づくりに努めます。 

イ 女性職員の活躍の重要性及び支援・育成の手法等について、研修等を通じて管理的地位に

ある職員の意識改革を行います。 

 

 

 

 

Ⅲ 女性職員の活躍推進 
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２ 職員採用試験における女性受験者の確保 

（１） 採用案内やホームページの活用による女性受験者の確保 

女性職員の多様なポストでの活躍の紹介や、育児休暇等の各種制度・福利厚生面について、

ホームページを通じてＰＲすることにより、女性受験者の確保に努めます。 

（２） 採用説明会・大学等でのキャリアガイダンスの実施 

採用説明会や大学等でのキャリアガイダンスの中で、男女ともに働きやすい職場とする取り

組みを行っていることのＰＲを積極的に行います。 

 

３ 女性職員が活躍できる職場環境の整備 

（１） ハラスメント防止に向けた体制の構築〈再掲〉 

ハラスメントの防止に関する法改正等の動向を注視し、「甲府地区広域行政事務組合消防職員

のハラスメント防止に関する要綱」を随時更新する中で、計画的なハラスメント研修等の実施、

ハラスメント等の相談窓口及び通報窓口などを周知し、働きやすい職場環境を整備します。 
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第３章 参考資料 

 

 

〇次世代育成支援対策推進法（平成１５年 法律第１２０号） 

第１９条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下

「特定事業主」という。）は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定

事業主行動計画（特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下この条

において同じ。）を策定するものとする。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１） 計画期間 

（２） 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標 

（３） 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定め

るところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時

間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における

女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進する

ために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければなら

ない。この場合において、前項第２号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割

合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性

職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に

周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表

しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画

に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

 

 

〇次世代育成支援対策推進法施行令（平成１５年 政令第３７２号） 

１ 次世代育成支援対策推進法（以下「法」という。）第１９条第１項の国及び地方公共団体の

機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、

それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。 

（表略） 

２ 前項に規定するもののほか、法第１９条第１項の地方公共団体の機関、その長又はその職員

Ⅰ 関係法令 
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で政令で定めるものは、当該地方公共団体の規則で定めるものとし、それぞれ当該地方公共団

体の規則で定める職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。 

 

 

〇女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年 法律第６４号） 

第１９条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下

「特定事業主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即し

て、特定事業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては，次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１）計画期間 

（２）女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

（３）実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時

期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定め

るところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時

間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における

女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進する

ために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければなら

ない。この場合において、前項第２号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割

合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性

職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に

周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表

しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画

に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

 

 

〇女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令（平成２７年 政令第３１８号） 

（特定事業主等） 

第１条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「法」という。）第１９条第１

項の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表
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の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を

定めるものとする。 

（省略） 

２ 前項に規定するもののほか、法第１９条第１項の地方公共団体の機関、その長又はその職員

で政令で定めるものは、当該地方公共団体の規則で定めるものとし、それぞれ当該地方公共団

体の規則で定める職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。 

 

 

○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則（平成１７年３月・規則第５号） 

次世代育成支援対策推進法施行令（平成１５年政令第３７２号）第２項の規定に基づき、次世代

育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第１９条第１項の地方公共団体の機関、その

長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に

掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。 

甲府地区広域行政事務組

合管理者 

甲府地区広域行政事務組合

管理者が任命する職員 

甲府地区広域行政事務組

合消防長 

甲府地区広域行政事務組合

消防長が任命する職員 

附 則 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

 

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則（平成２８年３

月・規則第１３号） 

第１条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令（平成２７年政令第３１８号）

第１条第２項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年

法律第６４号）第１９条第１項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるも

のは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業

主行動計画を策定するものとする。 

管理者 管理者が任命する職員 

消防長 消防長が任命する職員 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
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区分 種類 

正規職員 
会計年度 

任用職員 
取得 

可能 

性別 

概要等 

対象 
有給 

無給 
対象 

有給 

無給 

妊娠 

妊娠中又は出産後の 

通院休暇 
○ 有 ○ 有 女性 

概要 
妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、通院等を行う

ための休暇 

期間 妊娠中又は出産後1年以内 

職務免除 

(妊娠中の休息・補食) 
○ 有 ○ 有 女性 

概要 

妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に

影響がある場合に適宜休息又は補食するための職務免

除 

期間 
休息又は補食に必要な時間（勤務時間の始めまはた終わ

りは除く） 

職務免除 

(妊娠中の通勤緩和) 
○ 有 ○ 有 女性 

概要 

妊娠中の女性職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の

程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合の職

務免除 

期間 
勤務時間の始め又は終わりにおいて1日1時間を超えな

い範囲で必要な時間 

主任治療休暇 

(出生サポート休暇) 
○ 有 ○ 有 

男性 

女性 

概要 不妊治療に係る通院等のための休暇 

期間 5日以内(一定の要件を満たす場合は10日以内) 

産前休暇 ○ 有 ○ 有 女性 

概要 出産予定の場合に取得できる休暇 

期間 
出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)から出産

の日まで 

出産 

産後休暇 ○ 有 ○ 有 女性 
概要 出産した場合の休暇 

期間 出産の翌日から8週間 

配偶者出産休暇 ○ 有 ○ 有 男性 
概要 

配偶者の出産に伴う入退院の付き添い等を行うための

休暇 

期間 2日以内 

育児 

男性職員の育児参加休暇 ○ 有 ○ 有 男性 
概要 

配偶者が出産する際に、男性職員がその出産に係る子又

は小学校就学前の子を養育するための休暇 

期間 5日以内 

育児休暇 ○ 有 ○ 有※ 
男性 

女性 

概要 
1歳未満の子の保育(授乳や託児所への送迎等)のために

必要な休暇 

期間 1日2回それぞれ1時間以内 

子の看護等休暇 ○ 有 ○ 有※ 
男性 

女性 

概要 
中学校就学前の子を養育する職員が、その子の看護等を

行うための休暇 

期間 年5日以内(子が2人以上の場合は年10日以内) 

育児休業 ○ 無 ○ 無 
男性 

女性 

概要 職員が子を養育するための休業 

期間 子が3歳に達するまで 

部分休業 ○ 無 ○ 無 
男性 

女性 

概要 
子を養育するための1日の勤務時間の一部又は全部の休

業 

期間 子が小学校就学の始期に達するまで 

介護 

短期の介護休暇 ○ 有 ○ 有※ 
男性 

女性 

概要 要介護者の介護等を行うための休暇 

期間 年5日 

介護休暇 ○ 無 ○ 無 
男性 

女性 

概要 要介護者の介護を行うための休暇 

期間 

介護を必要とする一の継続する状態ごとに、通算6か月

(3回まで分割可能)までの指定する期間内において必要

な期間 

介護時間 ○ 無 ○ 無 
男性 

女性 

概要 要介護者の介護等を行うための休暇 

期間 
介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3

年の期間内において1日2時間以内 

※会計年度任用職員の育児休暇、子の看護等休暇及び短期の介護休暇については、令和８年４月１日から有給化 

 

 

 

Ⅱ 妊娠・出産・育児・介護に関する休暇制度等 


